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浪江町復興支援員について 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により浪江町民が全国各地に避難して

います。現在、浪江町では全国に避難している町民一人ひとりの暮らしの再建・サポートを

目的とした「浪江町復興支援員」を県外１０府県に配置し、浪江町民一人ひとりに寄り添

い、実際の声をお聴きしながら、それぞれが安心して生活できるよう活動を行っています。 

 新年度を迎え、新たに「浪江町復興支援員」として活動していただける方を募集させて

いただきます。皆様のご応募お待ちしております。 

１．募集期間  平成２７年 10月 22日（木曜日）まで ※必着となります 

２．採用職種  浪江町復興支援員（非常勤特別職） 

３．採用人数  計 ２ 名 

４．申込資格  Ｈ２３．３．１１時点で福島県浪江町及び双葉郡内に住民票のあった方 

福島県浪江町・浜通りにゆかりのある方 

福島県・浪江町等原発被災地の復興に対し想いのある方 

           

５．雇用期間  平成２７年１１月９日（予定）～平成２８年３月３１日まで（１名） 

平成２７年１２月１日（予定）～平成２８年３月３１日まで（１名） 

６．応募方法  募集期間中に下記まで履歴書を提出してください 

６．応募方法  ※裏面【勤務場所】より希望する勤務場所を記載してください 

           【提出先】 

           〒９６４－０９８４ 

            福島県二本松市北トロミ５７３ 

            浪江町二本松事務所 生活支援課 復興支援員担当宛 

７．選考方法  書類選考をさせていただき採用候補者に対して面接による審査を行います 

７．選考方法  日時・場所等については採用候補者に別途通知します 

【募集要件】 

【雇用条件】 

１．報   酬  月額１５０，０００円（保険料・所得税等天引き後約１２０，０００円） 

２．保   険  社会保険に加入していただきます 

３．勤務日数  原則週４日勤務で、ひと月１６日間の勤務となります 

３．勤務時間  勤務時間は、原則として平日午前９時から午後６時までの約８時間です 

３．勤務日数  ※土日祝日が勤務日になる場合や、宿泊での出張等が発生する場合があります 

４．勤務場所  各地の支援団体・ＮＰＯ等の事務所に勤務することになります 

          ※勤務場所の詳細については裏面に記載４  

５．業務内容   

各地の中間支援組織（支援団体、ＮＰＯ等）のサポートのもと、勤務地内/勤務地近県に避難 

している浪江町民へのサポート活動を行う 

５．・浪江町民避難先への個別訪問 ・浪江町民同士のつなぎ ・浪江町民と避難先住民等のつなぎ 

５．・「浪江のこころ通信」の取材コーディネート ・つながりの場の提供 ・情報発信 

お問合せ：福島県浪江町 生活支援課 避難生活支援係 ℡０２４３－６２－０３０５ 

【提出先】 

〒９６４－０９８４ 

福島県二本松市北トロミ５７３ 

浪江町二本松事務所 生活支援課 復興支援員担当宛 
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【勤務場所】  

その他 応募に関する注意事項 ※必ずお読みください 

〇浪江町復興支援員報酬 150,000円／月は定額（条例による）となっており、時間外・その他手当 

の支給はありません。（時間外勤務が発生した場合には別の日で振り替えをしていただきます） 

〇１泊または２泊での出張（研修や・訪問等）がある場合があります。 

※交通費、宿泊費は勤務する中間支援組織（支援団体・NPO）の規定等により支給します。 

〇浪江町復興支援員の身分は『浪江町非常勤特別職』となります。 

〇採用後、浪江町復興支援員研修を行う予定です。 

お問合せ：福島県浪江町 生活支援課 避難生活支援係 ℡０２４３－６２－０３０５ 

〇【群馬県駐在】群馬県高崎市飯塚町４６－６ 

 ＮＰＯ法人 高崎子ども劇場 事務所内 

 担当エリア【栃木県・群馬県・新潟県・長野県】  エリア内浪江町民約１，０００名 

 

 


